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中間連結財務諸表
　
　伊予銀行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1999年大蔵省令第24
号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（1982年大
蔵省令第10号）に準拠しております。
　
中間連結貸借対照表
（資産の部） （単位：百万円）

科 目

前中間連結会計期間末
（2017年9月末）

当中間連結会計期間末
（2018年9月末）

金 額 金 額
現金預け金 735,053 667,886
コールローン及び買入手形 36,214 5,678
買入金銭債権 10,657 11,454
商品有価証券 566 448
金銭の信託 6,290 6,667
有価証券 1,730,982 1,713,923
貸出金 4,110,935 4,409,112
外国為替 6,250 8,474
リース債権及びリース投資資産 29,113 31,325
その他資産 70,656 88,060
有形固定資産 73,044 72,414
無形固定資産 4,680 6,726
退職給付に係る資産 20,645 24,330
繰延税金資産 284 185
支払承諾見返 30,903 31,768
貸倒引当金 △ 22,779 △ 24,210
資産の部合計 6,843,502 7,054,246

（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

預 金 4,970,776 5,041,010
譲渡性預金 432,211 478,866
コールマネー及び売渡手形 49,491 170,000
売現先勘定 55,423 52,114
債券貸借取引受入担保金 216,247 99,544
借用金 330,898 378,050
外国為替 44 90
信託勘定借 29 34
その他負債 35,424 38,044
賞与引当金 1,647 1,656
退職給付に係る負債 12,688 12,483
睡眠預金払戻損失引当金 2,519 2,517
偶発損失引当金 450 495
株式報酬引当金 ― 28
特別法上の引当金 1 1
繰延税金負債 60,123 67,597
再評価に係る繰延税金負債 9,840 9,780
支払承諾 30,903 31,768
負債の部合計 6,208,721 6,384,085
資本金 20,948 20,948
資本剰余金 11,570 11,604
利益剰余金 396,390 413,734
自己株式 △ 5,254 △ 5,188
株主資本合計 423,654 441,098
その他有価証券評価差額金 165,821 180,565
繰延ヘッジ損益 △ 889 △ 1,340
土地再評価差額金 19,661 19,534
退職給付に係る調整累計額 5,425 6,425
その他の包括利益累計額合計 190,019 205,185
新株予約権 406 397
非支配株主持分 20,699 23,479
純資産の部合計 634,780 670,160
負債及び純資産の部合計 6,843,502 7,054,246

中間連結損益計算書
（単位：百万円）

科 目

前中間連結会計期間
（ 自 2017年4月

至 2017年9月
1
30
日
日）
当中間連結会計期間
（ 自 2018年4月

至 2018年9月
1
30
日
日）

金 額 金 額
経常収益 60,757 64,931
資金運用収益 39,031 39,433
（うち貸出金利息） （24,119） （25,591）
（うち有価証券利息配当金） （14,051） （12,830）
信託報酬 0 0
役務取引等収益 7,066 7,653
その他業務収益 9,357 13,485
その他経常収益 5,302 4,360
経常費用 40,159 47,160
資金調達費用 3,590 5,129
（うち預金利息） （1,181） （1,378）
役務取引等費用 2,286 2,408
その他業務費用 7,325 11,277
営業経費 25,912 26,125
その他経常費用 1,043 2,219
経常利益 20,598 17,771
特別利益 17 5
固定資産処分益 17 5
特別損失 175 273
固定資産処分損 26 268
減損損失 149 4
金融商品取引責任準備金繰入額 0 0
税金等調整前中間純利益 20,439 17,503
法人税、住民税及び事業税 5,459 4,054
法人税等調整額 784 1,179
法人税等合計 6,244 5,234
中間純利益 14,195 12,269
非支配株主に帰属する中間純利益 535 601
親会社株主に帰属する中間純利益 13,660 11,667

中間連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科 目

前中間連結会計期間
（ 自 2017年4月

至 2017年9月
1
30
日
日）
当中間連結会計期間
（ 自 2018年4月

至 2018年9月
1
30
日
日）

金 額 金 額
中間純利益 14,195 12,269
その他の包括利益 13,362 13,769
その他有価証券評価差額金 13,373 14,113
繰延ヘッジ損益 △ 93 △ 99
退職給付に係る調整額 83 △ 244
中間包括利益 27,558 26,038
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 25,973 25,186
非支配株主に係る中間包括利益 1,584 852
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中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間（自2017年4月1日 至2017年9月30日） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,948 11,555 384,386 △ 5,370 411,520
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,897 △ 1,897
親会社株主に帰属する
中間純利益 13,660 13,660

自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 14 116 131
土地再評価差額金の取崩 239 239
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― 14 12,003 115 12,133
当中間期末残高 20,948 11,570 396,390 △ 5,254 423,654

　
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 153,498 △ 795 19,901 5,342 177,946 479 19,114 609,061
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,897
親会社株主に帰属する
中間純利益 13,660

自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 131
土地再評価差額金の取崩 239
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 12,323 △ 93 △ 239 83 12,073 △ 72 1,584 13,585

当中間期変動額合計 12,323 △ 93 △ 239 83 12,073 △ 72 1,584 25,718
当中間期末残高 165,821 △ 889 19,661 5,425 190,019 406 20,699 634,780

　
当中間連結会計期間（自2018年4月1日 至2018年9月30日） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,948 11,570 404,181 △ 5,255 431,445
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 2,214 △ 2,214
親会社株主に帰属する
中間純利益 11,667 11,667

自己株式の取得 △ 232 △ 232
自己株式の処分 34 298 332
土地再評価差額金の取崩 99 99
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― 34 9,552 66 9,653
当中間期末残高 20,948 11,604 413,734 △ 5,188 441,098

　
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 166,703 △ 1,240 19,634 6,669 191,766 467 22,624 646,304
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 2,214
親会社株主に帰属する
中間純利益 11,667

自己株式の取得 △ 232
自己株式の処分 332
土地再評価差額金の取崩 99
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 13,862 △ 99 △ 99 △ 244 13,418 △ 70 854 14,203

当中間期変動額合計 13,862 △ 99 △ 99 △ 244 13,418 △ 70 854 23,856
当中間期末残高 180,565 △ 1,340 19,534 6,425 205,185 397 23,479 670,160

中間ディスクロージャー誌 （宝印刷）  2019年01月28日 19時31分 3ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



6

中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

項 目

前中間連結会計期間
（ 自 2017年4月

至 2017年9月
1
30
日
日）

当中間連結会計期間
（ 自 2018年4月

至 2018年9月
1
30
日
日）

金 額 金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 20,439 17,503
減価償却費 2,049 2,019
減損損失 149 4
貸倒引当金の増減（△） △ 761 △ 46
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 0 6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 1,155 △ 1,166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 116 △ 19
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △ 459 △ 411
偶発損失引当金の増減額（△は減少） 22 69
株式報酬引当金の増減額（△は減少） ― 28
特別法上の引当金の増減額（△は減少） 0 0
資金運用収益 △ 39,031 △ 39,433
資金調達費用 3,590 5,129
有価証券関係損益（△） △ 4,238 △ 2,488
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △ 93 △ 271
為替差損益（△は益） △ 7,900 △ 14,701
固定資産処分損益（△は益） 9 262
貸出金の純増（△）減 △ 89,492 △ 139,415
預金の純増減（△） △ 21,208 △ 43,163
譲渡性預金の純増減（△） △ 13,081 37,641
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 110,011 △ 41,291
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 10,122 1,219
コールローン等の純増（△）減 55,078 16,583
コールマネー等の純増減（△） △ 7,556 119,182
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △ 108,468 △ 126,606
外国為替（資産）の純増（△）減 1,951 △ 1,382
外国為替（負債）の純増減（△） △ 100 24
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 110 △ 730
信託勘定借の純増減（△） 0 △ 5
資金運用による収入 35,676 39,276
資金調達による支出 △ 3,710 △ 5,259
その他 △ 24,455 △ 13,881
小計 △ 82,386 △ 191,322
法人税等の支払額 △ 3,778 △ 6,446
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 86,165 △ 197,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 106,291 △ 282,755
有価証券の売却による収入 94,287 334,579
有価証券の償還による収入 51,640 91,695
金銭の信託の増加による支出 △ 284 △ 379
金銭の信託の減少による収入 ― 321
有形固定資産の取得による支出 △ 1,154 △ 711
有形固定資産の売却による収入 422 143
無形固定資産の取得による支出 △ 590 △ 2,154
投資活動によるキャッシュ・フロー 38,029 140,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入 5 8
配当金の支払額 △ 1,897 △ 2,214
非支配株主への配当金の支払額 △ 5 △ 5
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 232
自己株式の売却による収入 0 231
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,897 △ 2,212
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 50,031 △ 59,221
現金及び現金同等物の期首残高 783,504 726,157
現金及び現金同等物の中間期末残高 733,472 666,936
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注記事項
〈中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〉
1. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結子会社 15社
　連結子会社名

いよぎん保証株式会社
いよぎんビジネスサービス株式会社
いよぎんキャピタル株式会社
いよベンチャーファンド4号投資事業有限責任組合
いよベンチャーファンド5号投資事業有限責任組合
いよベンチャーファンド6号投資事業有限責任組合
いよエバーグリーン6次産業化応援ファンド投資事業有限責任組合
いよエバーグリーン農業応援ファンド投資事業有限責任組合
いよエバーグリーン事業承継応援ファンド投資事業有限責任組合
株式会社いよぎん地域経済研究センター
株式会社いよぎんディーシーカード
株式会社いよぎんChallenge&Smile
いよぎんリース株式会社
株式会社いよぎんコンピュータサービス
四国アライアンス証券株式会社（旧会社名 いよぎん証券株式会社）

（連結の範囲の変更）
　いよベンチャーファンド6号投資事業有限責任組合及び株式会社いよぎん
Challenge&Smileは、新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含
めております。

⑵ 非連結子会社 1社
　会社名
　 いよぎん愛媛大学発ベンチャー応援ファンド投資事業有限責任組合
　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益
剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等
からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する
合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外して
おります。

2. 持分法の適用に関する事項
⑴ 持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。
⑵ 持分法適用の関連会社

　該当事項はありません。
⑶ 持分法非適用の非連結子会社 1社

会社名
　いよぎん愛媛大学発ベンチャー応援ファンド投資事業有限責任組合

⑷ 持分法非適用の関連会社 2社
会社名
　いよぎん・REVICインベストメンツ株式会社
　四国アライアンスキャピタル株式会社
　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に見合う
額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合
う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響
を与えないため、持分法の対象から除いております。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
⑴ 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。

6月末日 6社
9月末日 9社

⑵ 連結子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結して
おります。
　中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必
要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項
⑴ 商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により
行っております。

⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価
法、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づ
く時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極
めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行ってお
ります。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。

② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記⑴及び
⑵①と同じ方法により行っております。

⑶ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

⑷ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物
（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間に
より按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物： 15年～40年
その他： 5年～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソ
フトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（主と
して5年）に基づいて償却しております。

③ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び

「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法に
より償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価
保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とし
ております。

⑸ 貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計
上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻
先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破
綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にない
が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念
先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総
合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した
貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権
額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額
を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は19,495百万円
であります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案
して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

⑹ 賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与
の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

⑺ 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の
払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づき必要と認められる額を計上し
ております。

⑻ 偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、
将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しており
ます。

⑼ 株式報酬引当金の計上基準
　株式報酬引当金は、株式交付規程に基づく当行取締役（監査等委員である取
締役を除く。）及び執行役員への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会
計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。

⑽ 特別法上の引当金の計上基準
　特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失
に備えるため、連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に
関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しており
ます。

⑾ 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末まで
の期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、
過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過 去 勤 務 費 用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（10年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

⑿ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、中間連結決算日の為替相場に
よる円換算額を付しております。
　連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替
相場により換算しております。

⒀ 収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
② オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準

　リース期間に基づくリース契約上の受取るべき月当たりリース料を基準と
して、その経過期間に対応するリース料を計上しております。

⒁ 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日）に規定す
る繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場
変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ
手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのう
え特定し評価しております。

② 為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会
計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監
査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月
29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に
ついては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通
貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ
る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在
することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
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　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジする
ため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建
有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること
等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

⒂ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対
照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

⒃ 消費税等の会計処理
　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方
式によっております。

⒄ 税効果会計に関する事項
　中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当行及び連結
子会社の事業年度において予定している剰余金の処分による圧縮積立金の積立
て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しておりま
す。

⒅ 連結納税制度の適用
　当行及び一部の連結子会社は、当行を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。

〈追加情報〉
　当行は、当中間連結会計期間から、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献
する意識を高めることを目的として、当行取締役（監査等委員である取締役を除く。）
及び執行役員に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
1. 取引の概要

　信託は、当行が拠出する資金を原資として、当行株式を取得します。
　当行取締役会が定める株式交付規程に基づき、当行取締役（監査等委員である
取締役を除く。）及び執行役員にポイントを付与し、その退任時において、信託を
通じてポイントに応じた当行株式及び金銭を交付します。

2. 信託が保有する当行の株式に関する事項
⑴ 信託が保有する当行株式は、信託における帳簿価額により株主資本において自
己株式として計上しております。

⑵ 信託における帳簿価額は231百万円であります。
⑶ 信託が保有する当行の株式の当中間連結会計期間末株式数は300千株でありま
す。

〈中間連結貸借対照表関係〉
1. 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

株式 75百万円
出資金 95百万円

2. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
破綻先債権額 1,522百万円
延滞債権額 48,451百万円

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第
96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じ
ている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。

3. 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
3ヵ月以上延滞債権額 2,900百万円

　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日か
ら3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。

4. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額 16,064百万円

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞
債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の
合計額は次のとおりであります。

合計額 68,939百万円
　なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査
上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日）
に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び
買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有
しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

23,366百万円
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
有価証券 618,402百万円
計 618,402百万円

担保資産に対応する債務
預金 6,627百万円
売現先勘定 52,114百万円
債券貸借取引受入担保金 99,544百万円
借用金 367,681百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れておりま
す。

有価証券 457百万円
その他資産 50,000百万円

　また、その他資産には、金融商品等差入担保金、保証金及び敷金が含まれてお
りますが、その金額は次のとおりであります。

金融商品等差入担保金 6,422百万円
保証金 80百万円
敷金 292百万円

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は次のとおりであります。

融資未実行残高 1,133,315百万円
うち原契約期間が1年以内のもの
又は任意の時期に無条件で取消可能なもの 1,025,653百万円

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フロ
ーに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。

9. 土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行
の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　再評価を行った年月日 1998年3月31日
　同法律第3条第3項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2
条のうち主に第1号に定める地価公示価格、第2号に定める基準地標準価格に
基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末に
おける時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差
額

17,203百万円
10. 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 53,620百万円
11.  「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）

による社債に対する保証債務の額
52,758百万円

12. 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託 34百万円

〈中間連結損益計算書関係〉
1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。

償却債権取立益 293百万円
2. 営業経費には、次のものを含んでおります。

給料・手当 11,005百万円
3. その他経常費用には、次のものを含んでおります。

貸出金償却 5百万円
貸倒引当金繰入額 1,015百万円
株式等償却 446百万円

〈中間連結株主資本等変動計算書関係〉
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

　 当連結会計年度
期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数 摘要

発行済株式
普通株式 323,775 ─ ─ 323,775

合計 323,775 ─ ─ 323,775
自己株式

普通株式 7,422 300 422 7,301 （注）1,2,3
合計 7,422 300 422 7,301

（注）1. 自己株式のうち普通株式の増加300千株は、株式報酬制度に係る信託におけ
る取得による増加300千株及び単元未満株式の買取りによる増加0千株でありま
す。

2. 自己株式のうち普通株式の減少422千株は、株式報酬制度に係る信託への第
三者割当による自己株式の処分による減少300千株及び新株予約権の権利行使
による減少122千株であります。

3. 自己株式のうち普通株式の当中間連結会計期間末株式数には、株式報酬制度
に係る信託が保有する当行株式300千株が含まれております。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権
の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末残高

（百万円）
摘要当連結会計

年度期首
当中間連結会計期間 当中間連結

会計期間末増加 減少

当行
ストック・
オプション
としての新
株予約権

――― 397

合計 ――― 397

3. 配当に関する事項
⑴ 当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年5月11日
取締役会 普通株式 2,214 7.00 2018年3月31日 2018年6月7日

⑵ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間
連結会計期間の末日後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年11月9日
取締役会 普通株式 2,217 利益剰余金 7.00 2018年9月30日 2018年12月10日
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（注） 配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当行株式に対する配
当金2百万円が含まれております。

〈中間連結キャッシュ・フロー計算書関係〉
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係
現金預け金勘定 667,886百万円
日銀預け金を除く預け金 △950百万円
現金及び現金同等物 666,936百万円

〈リース取引関係〉
1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
⑴ リース資産の内容

① 有形固定資産
　現金自動設備等であります。

② 無形固定資産
　該当事項はありません。

⑵ リース資産の減価償却の方法
　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事
項」の「⑷固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（貸手側）
1年内 65百万円
1年超 229百万円
合計 295百万円

〈金融商品関係〉
金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めて
おりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）
中間連結貸借
対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 現金預け金 667,886 667,886 ―
⑵ コールローン及び買入手形 5,678 5,678 ―
⑶ 買入金銭債権 11,454 11,454 ―
⑷ 商品有価証券
　 売買目的有価証券 448 448 ―
⑸ 金銭の信託 6,667 6,667 ―
⑹ 有価証券
　 その他有価証券 1,695,267 1,695,267 ―
⑺ 貸出金 4,409,112 4,352,666
　 貸倒引当金（＊1） △22,799

4,386,312 4,352,666 △33,646
資産計 6,773,714 6,740,068 △33,646
⑴ 預金 5,041,010 5,040,703 △307
⑵ 譲渡性預金 478,866 478,866 △0
⑶ コールマネー及び売渡手形 170,000 170,000 ―
⑷ 売現先勘定 52,114 52,114 ―
⑸ 債券貸借取引受入担保金 99,544 99,544 ―
⑹ 借用金 378,050 378,153 103
負債計 6,219,585 6,219,381 △204
デリバティブ取引（＊2）

ヘッジ会計が適用されていないもの （374） （374） ―
ヘッジ会計が適用されているもの （6,078） （6,078） ―

デリバティブ取引計 （6,452） （6,452） ―

（＊1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊2） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。
　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、
合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

（＊3） 重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法

資 産
⑴ 現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間に基づ
く区分ごとに、適切な市場利子率に信用リスクを反映させた利率で割り引いた現
在価値を算定しております。なお、預入期間が短期間（1年以内）のものは、時
価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑵ コールローン及び買入手形
　コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間（1年以内）であり、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑶ 買入金銭債権
　買入金銭債権のうち、信託受益権については、取引金融機関等から提示された
価格によっております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑷ 商品有価証券
　ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所
の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

⑸ 金銭の信託
　取引金融機関等から提示された価格によっております。

⑹ 有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された
価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっておりま
す。
　自行保証付私募債は、残存期間に応じた適切な市場利子率に内部格付に応じた
信用リスクを反映させた利率で割り引いて時価を算定しております。

⑺ 貸出金
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸
出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸
出金の元利金キャッシュ・フローを残存期間に応じた適切な市場利子率に内部格
付等に応じた信用リスクを反映させた利率で割り引いて時価を算定しておりま
す。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将
来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づい
て貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借
対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、
当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期
限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は
帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としておりま
す。

負 債
⑴ 預金、及び⑵ 譲渡性預金

　要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価
額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・
フローを残存期間に応じた適切な市場利子率に当行の信用リスクを反映した利率
で割り引いて現在価値を算定しております。なお、預入期間が短期間（1年以内）
のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。

⑶ コールマネー及び売渡手形、⑷ 売現先勘定、並びに⑸ 債券貸借取引受入担保金
　これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑹ 借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当
行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳
簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるものは、当該借用金の元利金キャッシュ・フローを残存期間に応
じた適切な市場利子率に当行の信用リスクを反映した利率で割り引いて現在価値
を算定しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨
オプション、通貨スワップ等）等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプシ
ョン価格計算モデル等により算出した価額によっております。

（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照
表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産⑹ その他有価証
券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 当中間連結会計期間

（2018年9月30日）
① 非上場株式（＊1）（＊2） 13,257
② 組合出資金（＊3） 5,398

合 計 18,656

（＊1） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（＊2） 当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行って
おります。

（＊3） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて
困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とは
しておりません。

〈ストック・オプション等関係〉
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

営業経費 30百万円
2. ストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

〈資産除去債務関係〉
　資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

〈賃貸等不動産関係〉
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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